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①区分所有マンション

■区分所有マンションと戸建て

公益社団法人 東京共同住宅協会

比較

②戸建て

一部例外を除き所有者は一人一棟の建物を区分けし、各戸に所有者が存在

建物全体ではなく、区分けされた一棟の一部分を
所有することを区分所有と言います。



■区分所有マンションの売却

公益社団法人 東京共同住宅協会

・現況での売却（買取再販業者・エンドユーザー）

・室内リフォーム費用を考慮



■区分所有マンションの売却

【売却価格】

●取引事例より算出する方法

同一マンション内での取引事例や周辺の類似マンション事例を参考

※参考事例の取引時点と現在の相場の推移が重要

【その他】

・管理規約

・管理費、修繕積立金

・間取りや設備のトレンド
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■戸建て住宅の売却
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・現況での売却（買取再販業者・エンドユーザー）

・建物を取り壊して更地での売却（建売業者等）
※エリアによっては別の用途での需要の可能性



■戸建て住宅の売却

【売却価格】

～現況のまま売却するケース～

土地価格 ＋ 建物価格 － リフォーム費用等

～建物を取り壊して更地で売却するケース～

土地価格

※手残りは、土地価格に解体費用等を控除した価格

公益社団法人 東京共同住宅協会

土地の個別性
①場所・立地
②面積（大きさ）
③地型
④法令制限
⑤権利
⑥時期

建物の個別性
①築年数
②面積（間取り）
③設備等
④修繕履歴



①区分所有マンション

■比較

公益社団法人 東京共同住宅協会

比較

②戸建て

・現況 or 更地での売却・現況での売却

・取引事例を参考に算出 ・土地価格 ＋ 建物価格



■相続税評価比較

区分所有マンションの評価方法
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①敷地権（土地）の価額と②区分所有する建物の価額の合計額により評価

①敷地権（土地）の価額

→マンション敷地全体の価額に敷地権の割合を乗じた価額

正面路線価×全体面積×画地補正等×敷地権割合

②区分所有する建物の価額

→固定資産税評価額
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■相続税評価比較

戸建ての評価方法

①土地の価額（路線価方式等）と②建物の価額を個別に評価

①土地の価額（路線価方式の場合）

正面路線価×全体面積×画地補正等

②建物の価額

→固定資産税評価額



①区分所有マンション

■相続税評価比較
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比較

②戸建て

・実勢価格との乖離が大きいケースが多い ・路線価や画地形成によって評価が変わる

※令和4年4月19日最高裁判決あり



■最後に

公益社団法人 東京共同住宅協会

ご清聴ありがとうございました。

東京共同住宅協会では、大規模修繕や土地活用のご相談も承っております。

お気軽にご相談下さい。
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